
「

東

日

本

大

震

災

の

復

興

財

源

」

や

「

消

費

税

増

税

す

る

に

当

た

っ

て

政

府

が

身

を

切

る

証

」

等

を

口

実

に

、

人

事

院

勧

告

制

度

が

無

視

さ

れ

、

２

０

１

２

年

２

月

「

国

家

公

務

員

の

給

与

の

改

定

及

び

臨

時

特

例

に

関

す

る

法

律

」

（

以

下

｢

特

例

法

」

と

い

う

）

が

強

行

さ

れ

ま

し

た

。

私

た

ち

は

こ

れ

ま

で

、

こ

の

｢

特

例

法

｣

は

憲

法

・

国

公

法

に

違

反

し

、

最

高

裁

の

判

例

を

無

視

す

る

も

の

で

有

り

、

さ

ら

に

、

こ

の

賃

下

げ

は

６

２

５

万

人

労

働

者

に

波

及

し

て

経

済

を

い

っ

そ

う

冷

え

込

ま

せ

る

こ

と

に

な

り

、

政

府

の

景

気

浮

揚

政

策

と

矛

盾

す

る

こ

と

に

な

る

と

、

問

題

指

摘

を

し

て

き

ま

し

た

。

そ

し

て

、

「

国

家

公

務

員

賃

金

の

復

元

」

「

特

例

法

延

長

反

対

」

の

運

動

を

展

開

し

て

き

ま

し

た

。

そ

れ

は

、

「

特

例

法

」

成

立

と

同

時

に

各

任

命

権

者

や

人

事

院

地

方

事

務

局

に

対

す

る

抗

議

電

や

本

省

・

本

院

に

向

け

た

「

給

与

復

元

」

「

特

例

法

延

長

反

対

」

の

上

申

活

動

、

二

度

に

わ

た

る

「

給

与

復

元

」

「

特

例

法

延

長

反

対

」

署

名

活

動

、

総

務

省

と

の

団

体

交

渉

で

の

追

及

な

ど

で

す

。

こ

う

し

た

運

動

の

中

、

今

年

度

の

人

事

院

勧

告

に

代

わ

る

「

報

告

」

で

は

「

平

成

２

６

年

４

月

以

降

の

給

与

に

つ

い

て

は

、

民

間

準

拠

に

よ

る

給

与

水

準

を

確

保

す

る

必

要

が

あ

る

」

と

総

裁

談

話

で

国

会

と

内

閣

に

報

告

さ

せ

、

１

０

月

１

５

日

行

わ

れ

た

総

務

省

交

渉

で

は

「

国

家

公

務

員

の

使

用

者

の

立

場

と

し

て

、

特

例

法

は

臨

時

・

異

例

の

措

置

で

あ

る

と

認

識

し

て

い

る

。

人

事

院

勧

告

（

報

告

）

が

尊

重

さ

れ

る

こ

と

が

基

本

姿

勢

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

延

長

は

無

い

と

の

立

場

で

発

言

し

て

い

く

。

そ

の

旨

会

議

（

給

与

関

係

閣

僚

会

議

）

で

は

話

し

を

し

て

い

く

」

と

の

発

言

を

引

き

出

し

て

き

ま

し

た

。

こ

う

し

た

流

れ

の

中

で

、

今

回

安

倍

内

閣

が

「

憲

法

・

国

公

法

違

反

、

最

高

裁

判

決

無

視

、

自

ら

の

景

気

浮

揚

対

策

と

の

自

己

矛

盾

に

耐

え

き

れ

ず

」

「

特

例

法

延

長

を

行

わ

ず

」

の

閣

議

決

定

を

し

た

も

の

で

す

。

し

か

し

、

今

回

の

閣

議

決

定

で

は

、

①

地

場

賃

金

の

反

映

②

５

０

歳

台

後

半

職

員

の

給

与

の

見

直

し

③

能

力

・

実

績

主

義

の

強

化

を

、

平

成

２

６

年

度

中

か

ら

の

実

施

に

向

け

、

具

体

的

措

置

を

人

事

院

に

要

請

し

、

さ

ら

に

、

一

層

の

定

員

削

減

を

目

指

す

こ

と

も

決

定

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

な

際

限

の

無

い

定

員

削

減

や

、

高

齢

者

い

じ

め

の

政

府

・

人

事

院

の

動

き

、

無

年

金

期

間

中

は

「

月

７

万

円

弱

」

で

生

活

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

再

任

用

制

度

、

さ

ら

に

は

「

国

民

の

安

全

・

安

心

」

を

儲

け

対

象

と

し

た

地

方

整

備

局

の

権

限

の

地

方

移

譲

等

々

ま

だ

私

た

ち

の

課

題

は

た

く

さ

ん

あ

り

ま

す

。

多

く

の

管

理

職

員

の

皆

さ

ん

が

ユ

ニ

オ

ン

に

加

入

し

、

政

府

や

当

局

の

姿

勢

を

変

え

て

い

く

流

れ

が

少

し

で

も

大

き

く

な

る

よ

う

訴

え

ま

す

。
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１

１

月

１

５

日

政

府

は

、

２

０

１

２

年

度

か

ら

実

施

し

て

い

る

国

家

公

務

員

給

与

を

平

均

７

・

８

％

引

き

下

げ

る

特

例

措

置

に

つ

い

て

、

「

平

成

２

６

年

３

月

３

１

日

を

も

っ

て

終

了

す

る

」

こ

と

を

閣

議

決

定

し

ま

し

た

。

「

特

例

法

延

長

せ

ず

」

を

閣

議

決

定

！

職

場

か

ら

の

粘

り

強

い

運

動

を

反

映

給与 号俸 俸給 ｶｯﾄ後 月数 支給総額 号俸 俸給 カット後 月数 支給総額

2012. 4. 1 5-85 400,600 369,473

2014. 4. 1 6-55 408,500 371,108 9 3,339,972 6-55 408,500 402,373 9 3,621,357

2015. 1. 1 6-55 408,500 371,108 3 1,113,324 6-55 408,500 402,373 3 1,207,119

管理職手当

2013. 4. 1 6-55 62,300 55,229 9 497,061 6-55 62,300 61,366 9 552,294

2015. 1. 1 6-55 62,300 55,229 3 165,687 6-55 62,300 61,366 3 184,098

期末勤勉手当 役職加算含む 役職加算含む

2014. 6 6-55 417,520 1.87 780,762 6-55 469,775 462,728 1.87 865,301

2014.12 6-55 417,520 2.02 843,390 6-55 469,775 462,728 2.02 934,711

合計 6,740,196 7,364,880

特例法が終了しなかったら,624，684円の給与カットとなる

給与カット(復額なし)

６級昇格　1.5年前

昇級改悪 55歳昇級ストップ

２０１４年４月に給与カットが復額した場

合、昇格1.5年前（６級以上の1.5%カット

は継続）昇級改悪 55歳昇級ストップ

２０１４年度退職１年前の給与総額比較

2015.

3.31(退職)

超
過
勤
務
報
告

を
実
施
し
よ
う

５
０
歳
代
後
半
職
員
の
給
与
の
見
直
し
等
を
人
事
院
に
迫
る

職
場
と
処
遇
を
守
る
砦
ユ
ニ
オ
ン
を
大
き
く



ユ

ニ

オ

ン

東

北

支

部

が

、

情

報

公

開

法

に

基

づ

い

て

、

東

北

地

方

整

備

局

か

ら

得

た

「

超

過

勤

務

の

実

態

」

で

は

、

月

平

均

で

、

非

管

理

職

の

場

合

は

Ｈ

２

２

年

度

２

４.

２

時

間

、

Ｈ

２

３

年

度

２

４.

２

時

間

、

Ｈ

２

４

年

度

２

６.

４

時

間

。

管

理

職

の

場

合

は

、

そ

れ

ぞ

れ

９.

４

時

間

、

８.

５

時

間

、

８.

２

時

間

と

一

桁

で

非

管

理

職

の

３

分

の

１

程

度

と

少

な

く

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

さ

に

、

実

態

と

ほ

ど

遠

い

報

告

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ユ

ニ

オ

ン

が

管

理

職

員

も

積

極

的

に

「

超

勤

実

態

報

告

」

を

行

う

よ

う

呼

び

か

け

る

第

一

の

理

由

は

次

の

通

り

で

す

。

管

理

職

員

の

長

年

の

要

求

で

あ

る

「

管

理

職

員

に

超

勤

支

給

を

、

当

面

は

、

災

害

時

や

深

夜

の

勤

務

に

対

し

て

の

支

給

」

を

実

現

さ

せ

る

た

め

で

す

。

ユ

ニ

オ

ン

は

、

こ

れ

ま

で

国

交

省

や

人

事

院

に

地

震

や

台

風

な

ど

の

防

災

出

動

時

の

勤

務

実

態

を

詳

細

に

示

し

、

再

三

に

わ

た

っ

て

手

当

支

給

を

求

め

て

き

ま

し

た

。

こ

う

し

た

粘

り

強

い

運

動

に

、

人

事

院

は

２

０

１

２

年

３

月

に

は

公

務

員

の

深

夜

勤

務

の

実

態

を

サ

ン

プ

ル

調

査

し

、

勧

告

前

の

官

民

比

較

調

査

で

民

間

の

支

給

実

態

を

調

査

し

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

昨

年

の

ユ

ニ

オ

ン

と

の

交

渉

の

中

で

、

「

今

回

の

勧

告

（

２

０

１

２

年

８

月

）

に

は

至

ら

な

か

っ

た

が

、

問

題

は

問

題

と

し

て

あ

る

の

で

引

き

つ

づ

き

検

討

し

て

い

く

」

と

回

答

。

さ

ら

に

、

２

０

１

３

年

度

勧

告

に

向

け

て

の

人

事

院

と

の

交

渉

で

は

「

深

夜

特

勤

に

つ

い

て

引

き

続

き

検

討

し

て

い

る

。

ま

だ

ど

う

な

る

か

わ

か

ら

な

い

が

重

要

な

問

題

で

あ

る

」

と

回

答

し

て

い

ま

す

。

ま

さ

に

、

長

い

運

動

の

中

で

少

し

ず

つ

人

事

院

を

動

か

し

つ

つ

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

そ

の

一

方

で

、

人

事

院

は

「

深

夜

の

結

果

が

そ

れ

ほ

ど

高

く

な

か

っ

た

、

も

う

少

し

検

討

し

て

も

良

い

の

で

は

と

い

う

こ

と

で

今

年

の

夏

は

何

も

言

っ

て

い

な

い

」

と

も

回

答

し

て

い

ま

す

。

現

在

の

管

理

職

員

の

超

過

勤

務

手

当

の

局

面

は

、

人

事

院

が

「

重

要

な

問

題

で

あ

る

」

と

問

題

意

識

を

持

っ

て

い

る

そ

の

一

方

で

、

当

事

者

で

あ

る

管

理

職

員

の

超

勤

実

態

報

告

が

ユ

ニ

オ

ン

の

い

う

ほ

ど

長

時

間

に

な

っ

て

い

な

い

。

「

管

理

職

手

当

（

２

０

時

間

分

の

超

勤

）

の

範

囲

内

に

収

ま

っ

て

い

る

報

告

し

か

な

い

」

状

況

に

な

っ

て

い

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

こ

の

ま

ま

だ

と

、

「

管

理

職

手

当

で

管

理

職

員

の

超

過

勤

務

手

当

は

十

分

補

わ

れ

て

い

る

」

と

の

結

論

に

な

り

か

ね

ま

せ

ん

。

管

理

職

自

ら

が

超

勤

報

告

を

し

っ

か

り

行

う

必

要

が

あ

り

ま

す

。

第

二

の

理

由

は

、

自

分

と

家

族

を

守

る

た

め

で

す

。

災

害

時

は

言

う

に

及

ば

ず

、

日

常

的

な

安

全

・

安

心

に

向

け

た

管

理

の

た

め

の

２

４

時

間

の

勤

務

拘

束

は

本

人

の

健

康

管

理

だ

け

の

問

題

で

な

く

家

族

も

含

め

異

常

な

状

況

に

巻

き

込

み

ま

す

。

脳

・

心

臓

疾

患

の

発

症

と

長

時

間

勤

務

と

は

関

連

性

が

強

い

と

医

学

的

に

証

明

さ

れ

て

い

ま

す

。

先

日

の

全

国

活

動

者

会

議

の

中

で

中

部

の

代

表

か

ら

「

中

部

地

整

で

管

理

職

員

が

死

亡

し

た

。

彼

は

、

超

勤

報

告

を

し

て

い

な

か

っ

た

。

因

果

関

係

が

解

明

で

き

な

か

っ

た

」

と

の

報

告

が

さ

れ

て

い

ま

す

。

不

幸

に

も

過

重

労

働

に

よ

っ

て

過

労

死

に

至

っ

た

場

合

で

も

、

自

ら

の

超

勤

報

告

で

過

重

労

働

が

証

明

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

の

で

す

。

そ

し

て

、

こ

の

こ

と

が

残

さ

れ

た

家

族

を

守

る

こ

と

に

な

る

の

で

す

。

第

三

の

理

由

は

、

賃

金

が

労

働

の

対

価

で

有

り

、

労

働

者

が

実

際

勤

務

し

た

時

間

を

当

局

に

認

識

さ

せ

、

そ

の

対

価

を

得

る

こ

と

は

、

労

働

者

と

し

て

の

基

本

的

な

姿

で

あ

る

意

味

か

ら

も

「

労

働

時

間

を

明

確

に

す

る

」

こ

と

は

大

切

と

言

え

ま

す

。

当

局

は

人

事

院

規

則

で

、

当

局

の

責

任

に

お

い

て

健

康

管

理

を

行

う

こ

と

が

義

務

づ

け

ら

れ

て

お

り

、

当

局

と

し

て

も

そ

の

責

務

か

ら

「

超

過

勤

務

時

間

を

把

握

す

る

」

必

要

が

あ

り

ま

す

。

さ

ら

に

、

人

事

院

の

指

針

で

は

出

張

所

長

や

課

長

は

部

下

の

把

握

を

、

出

張

所

長

・

課

長

等

の

把

握

は

事

務

所

長

が

把

握

す

る

よ

う

に

示

し

て

い

ま

す

。

ーーー

人事院の指針
年間３６０時間を目安

縮減のため「業務の廃止も」

実
態
に
ほ
ど
遠
い
報
告

人
事
院
も

検
討
を
約
束

当
局
に
は
実
態
把
握
の
義
務
が
あ
る

自分と家族を守るために、労働者としての自覚のために

超過勤務報告を必ず実施しよう
超過勤務手当支給実現のためにも

超
過
勤
務
の
実
態
が
高
く
な
い

＝
人
事
院
の
感
想
＝

「

報

告

し

て

も

ど

う

せ

金

に

は

な

ら

な

い

」

「

忙

し

く

て

や

っ

て

い

ら

れ

な

い

」

「

ほ

と

ん

ど

の

管

理

職

員

が

や

っ

て

い

な

い

」

「

人

事

評

価

が

悪

く

な

る

」

な

ど

の

理

由

か

ら

、

管

理

職

員

の

「

超

過

勤

務

時

間

報

告

」

が

さ

れ

て

い

ま

せ

ん

。

先

日

開

催

さ

れ

た

「

全

国

活

動

者

会

議

」

で

は

、

こ

う

し

た

状

況

を

反

省

し

「

超

過

勤

務

時

間

報

告

」

を

し

っ

か

り

行

う

こ

と

が

確

認

さ

れ

ま

し

た

。


